
依頼会員 

サポート会員 

☆サポート活動ご利用の流れ 

 

①サポート活動申込み 

（窓口・電話） 

④サポート会員 

の紹介 

②育児サポートの依頼 

③育児サポートの承諾 

⑤事前打ち合わせ

 

⑥サポート活動終了

後料金の支払い 

⑦活動報告書の提出 

こんな時にご利用できます！ 
 

●保育所、小学校、学童保育、習い事への送迎、その前後の子どもの預かり 

●保育所等が休みの場合の預かり、兄弟姉妹の学校行事への参加時の預かり 

●保護者のリフレッシュ、社会参加時の預かり 

●依頼会員や家族の病気時等の預かり 

●買い物等外出の場合の預かり 

●冠婚葬祭の場合の預かり など          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援室内に「ファミリーサポートセンター」が開設されました。ファミリーサ

ポートセンターは、子育てを助けてほしい人（依頼会員）の要望により、子育てのお手

伝いができる人（サポート会員）を紹介し、地域で子育てをサポートしていく会員組織

です。 

お気軽に、御浜町ファミリーサポートセンターをご利用下さい。 

 

ファミリーサポートセンター 

御浜町ファミリーサポートセンターのご案内 

※サポートを受けるには、事前の会員

登録が必要です。 

受付時間：月～金曜日（祝日を除く） 

     ８時３０分～１７時１５分 



御浜町ファミリーサポートセンター 
（子育て支援室内） 

 

〒519-5202 御浜町大字志原１８７７－２０ 

ＴＥＬ：０５９７９－２－０３３６ 

☆会員になるには・・・ 
ファミリーサポートセンターへ入会申込書を提出して下さい。 
 

【依頼会員の条件】 

御浜町に在住し、おおむね生後６か月から小学校６年生以下のお子さんがいる方又は、出産に

より御浜町に住所を有する世帯に一時的に居住している、おおむね生後６か月から小学校６年

生以下のお子さんがいる方。 

 

【サポート会員の条件】 

御浜町に在住する２０歳以上の方で、当センターが実施する「サポート会員講習会」を受講し

た方。 

※サポート活動を行ったサポート会員には、基本料金のほかにサポート活動助成金が支払われ

ます。ご興味のある方は当センターまでお問い合わせください。 

※今年度の講習会の日程は未定です。決まり次第、広報みはまに掲載します。 

 

【両方会員】 

依頼会員とサポート会員の両方に登録する方。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆利用時間と料金について 
                           

時 間 基本料金（１時間あたり） 

９時～１７時 ５００円 

６時～９時／１７時～２２時     ６００円 

 

※ひとり親家庭、多子世帯（１８歳以下のお子さんが３人以上の世帯）は、基本料金から 

２００円減免した金額になります。 

 

●利用時間（サポート活動）は、６時～２２時までとなります。ただし、申込みは原則として、

１週間前までに当センター受付時間内にお願いします。 

 

●料金はサポート活動終了後、依頼会員がサポート会員に直接支払います。 

 

 

 

お母さん同士で、両方会員に登

録しておくのもいいですね♪ 

お気軽にお

問い合わせ

ください！ 


